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自
立
し
た
行
財
政 

　
経
常
経
費
の
削
減
で
財
源
確
保 

安
心
し
て
く
ら
せ
る
伯
耆
町 

　
総
合
計
画
・
財
政
計
画
で
検
討 

安
心
し
て
く
ら
せ
る
伯
耆
町 

　
総
合
計
画
・
財
政
計
画
で
検
討

自
立
し
た
行
財
政 

　
経
常
経
費
の
削
減
で
財
源
確
保 

幅
田
　
先
の
総
選
挙
で
圧
勝

し
た
自
民
党
政
治
の
暴
走
を

心
配
す
る
声
が
広
が
っ
て
い

る
。 

　
こ
れ
迄
の
構
造
改
革
は
あ

げ
て
農
村
や
弱
者
切
り
捨
て

の
政
治
、
そ
の
上
に
、
憲
法
、

税
制
改
悪
が
提
案
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
地
域
住
民
を

守
る
立
場
か
ら
町
長
の
見
解

は
。 

町
長
　
変
革
期
の
仕
組
み
改

革
で
さ
け
て
と
お
れ
ず
、
支

持
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ざ

る
を
得
な
い
。
私
の
思
い
は

地
方
の
声
が
届
き
に
く
く
、

い
か
が
な
も
の
か
。 

幅
田
　
県
の
人
権
救
済
条
例

は
人
権
の
名
で
人
権
を
蹂
躙

す
る
も
の
と
の
県
内
外
か
ら

批
判
が
多
い
。
弁
護
士
協
会

か
ら
も
協
力
で
き
な
い
と
し

て
い
る
。
凍
結
求
め
た
い
が
。 

町
長
　
求
め
る
考
え
は
な
い
。 

幅
田
　
税
制
改
正
に
と
も
な

い
、
こ
れ
迄
の
非
課
税
者
も

課
税
者
と
な
り
大
幅
に
負
担

が
ふ
え
る
が
十
八
年
度
実
施

の
町
民
へ
の
影
響
は
。 

町
長
　
六
十
五
歳
以
上
高
齢

者
の
税
負
担
が
ふ
え
て
く
る
。 

　
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
、
介
護
保
険
料
、
国
保
保

険
料
、
福
祉
施
設
利
用
料
等

が
考
え
ら
れ
る
。 

大江　　　 

大
江
　
合
併
初
年
度
の
総
括

と
、
十
八
年
度
へ
向
け
自
立

財
政
を
基
本
と
し
た
行
財
政

の
考
え
は
。 

町
長
　
新
し
い
時
代
認
識
と

分
権
型
社
会
に
対
応
し
、
自

立
意
識
の
醸
成
と
、
伯
耆
町

の
あ
り
方
を
模
索
し
て
行
く
。

十
八
年
度
の
財
政
状
況
は
、

新
し
い
財
源
は
想
定
し
て
お

ら
ず
、
経
常
経
費
の
削
減
が

財
源
確
保
に
つ
な
が
る
と
考

え
る
。
活
性
化
事
業
は
、
新

町
ま
ち
づ
く
り
計
画
に
沿
っ

て
、
実
施
し
て
い
く
。 

大
江
　
組
織
改
革
に
つ
い
て
、

職
員
定
数
と
補
充
率
に
つ
い

て
。 

町
長
　
必
要
な
職
員
定
数
は

現
在
百
四
十
五
人
と
設
定
、

適
正
化
移
行
期
間
十
年
間
で

四
十
三
人
の
定
年
退
職
、
二

十
人
の
新
採
用
、
合
併
計
画

時
職
員
数
百
六
十
八
人
か
ら

見
る
と
一
四
％
の
減
員
と
な

る
。 

大
江
　
勧
奨
制
度
を
実
施
さ

れ
た
が
希
望
者
が
な
か
っ
た 

場
合
の
対
処
法
は
。 

町
長
　
退
職
勧
奨
は
職
員
が

任
意
に
判
断
、
希
望
者
が
な

い
と
す
れ
ば
、
長
期
的
視
野

に
た
っ
て
行
政
機
能
に
支
障

を
き
た
さ
な
い
人
事
管
理
を

断
行
、
人
件
費
は
、
職
員
全

体
で
痛
み
を
共
有
す
る
こ
と

に
な
る
。 

大
江
　
課
の
統
合
は
避
け
て

通
れ
な
い
事
項
で
あ
る
が
、

議
場
に
説
明
者
と
し
て
入
れ

る
程
度
の
課
の
統
合
は
。 

町
長
　
課
の
統
廃
合
を
含
め
、

組
織
機
構
の
改
革
は
重
要
事

項
で
、
本
年
度
末
ま
で
に
改

革
案
を
策
定
し
、
十
八
年
度

か
ら
実
施
を
目
指
す
。 

大
江
　
行
革
検
討
の
初
年
度

に
実
施
さ
れ
た
職
員
採
用
の

必
要
性
に
つ
い
て
。 

町
長
　
職
員
の
年
齢
構
成
は

極
め
て
歪
に
な
っ
て
お
り
、

将
来
的
な
組
織
の
年
齢
構
成
、

経
験
年
数
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら

採
用
す
る
こ
と
に
し
た
。 

大
江
　
効
率
的
行
政
執
行
で
、

一
般
職
か
ら
専
門
職
へ
の
兼

務
に
つ
い
て
、
一
定
の
研
修

で
専
門
職
の
対
応
が
出
来
な

い
か
。 

町
長
　
専
門
職
は
資
格
が
前

提
で
、
専
門
職
に
転
向
は
、

極
め
て
難
し
い
。
専
門
分
野

の
知
識
を
習
得
し
た
も
の
を

採
用
す
る
方
が
現
実
的
と
考

え
る
。 

大
江
　
納
税
、
料
金
未
納
の

対
応
に
監
督
職
、
管
理
職
で

の
徴
収
対
策
の
考
え
を
伺
う
。 

町
長
　
未
納
者
に
は
年
二
回

催
告
書
を
送
付
し
、
戸
別
訪

問
な
ど
に
よ
り
納
付
を
お
願

い
し
て
い
る
が
、
最
終
的
に

は
差
押
等
の
強
制
執
行
を
実

施
す
る
。 

　
上
下
水
道
、
町
営
住
宅
家

賃
、
保
育
料
、
有
線
テ
レ
ビ

料
金
に
つ
い
て
も
戸
別
訪
問

の
一
層
の
充
実
に
努
め
た
い
。 

幅田千富美 

行
財
政
改
革
は
福
祉
・
教
育
守
る
た
め
に
こ
そ
！ 

細分化された課（本庁舎） 

幅
田
　
改
革
プ
ラ
ン
示
さ
れ

た
が
ム
ダ
を
削
っ
て
福
祉
・

教
育
守
る
も
の
と
な
っ
て
い

な
い
。 

　
分
校
・
寄
宿
舎
廃
止
、
諸

手
数
料
引
き
上
げ
、
住
民
検

診
も
集
落
に
出
む
い
た
も
の

か
ら
岸
本
に
集
中
し
て
行
う

計
画
で
過
疎
地
域
を
切
り
す

て
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

合
併
直
後
の
サ
ー
ビ
ス
低
下

の
上
に
更
な
る
負
担
は
許
さ

れ
な
い
。
美
術
館
運
営
な
ど

こ
そ
見
直
す
べ
き
だ
。 

　
財
政
が
苦
し
い
と
い
う
な

ら
三
役
・
議
会
が
報
酬
引
き

下
げ
な
ど
具
体
的
に
示
し
て

職
員
、
町
民
に
協
力
求
め
る

べ
き
だ
。 

　「
小
さ
な
政
府
」
と
い
う

が
公
務
員
は
住
民
サ
ー
ビ
ス

そ
の
も
の
で
あ
る
。
先
進
国

の
公
務
員
と
比
べ
日
本
は
半

分
以
下
で
あ
る
。 

　
現
場
の
声
を
十
分
す
い
あ 

げ
き
び
し
い
中
に
も
職
員
・

町
民
・
議
会
一
致
し
て
進
め

る
も
の
に
見
直
す
べ
き
だ
。 

　
そ
の
た
め
に
は
、 

①
早
期
発
見
、
早
期
治
療
健

康
づ
く
り
の
住
民
検
診
、

人
間
ド
ッ
ク
の
充
実
。 

②
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基

づ
く
特
別
医
療
費
の
助
成

を
守
る
。 

③
外
出
支
援
サ
ー
ビ
ス
な
ど

の
充
実
。 

④
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー
は
民

間
委
託
で
な
く
、
食
育
、

食
農
教
育
推
進
の
立
場
か

ら
学
校
関
係
者
、
知
識
人
、

生
産
者
な
ど
住
民
参
加
の

検
討
委
員
会
の
設
置
。 

⑤
安
心
あ
る
子
ど
も
達
の
通

学
体
制
の
見
直
し
。 

⑥
こ
し
き
・
あ
さ
ひ
保
育
所

は
未
満
児
で
保
育
室
が
あ

ふ
れ
て
い
る
。
希
望

者
も
入
れ
な
い
、
緊

急
に
体
制
を
整
備
し

安
心
の
保
育
体
制
な

ど
前
倒
し
し
て
実
現

が
大
切
と
思
う
が
。 

町
長
　
総
合
計
画
と
財

政
計
画
で
示
し
た
い
。

行
政
改
革
に
は
全
力
で

取
り
組
み
た
い
。 

幅
田
　
教
育
基
本
法
の

見
直
し
が
国
で
行
わ
れ
、
憲

法
改
正
に
あ
わ
せ
て
「
戦
争

し
な
い
国
」
か
ら
「
戦
争
す

る
国
」
に
転
換
さ
れ
よ
う
と

し
て
い
る
。
委
員
長
の
見
解

は
。 

教
育
委
員
長
　
今
、
な
ぜ
見

直
し
が
必
要
な
の
か
わ
か
ら

な
い
。 

　
社
会
が
大
き
く
変
わ
っ
た

根
本
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
改
革

が
必
要
と
い
う
が
、
基
本
法

に
記
さ
ね
ば
実
現
で
き
な
い

施
策
が
あ
る
か
、
理
解
に
苦

し
む
。 

介護サービス 




